
（平成２２年１２月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 9 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 3 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 16 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 7 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 2092 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年７月から 38 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37 年７月から 38 年３月まで 

             ② 昭和 47 年４月から 50 年８月まで 

    申立期間①については、Ａ市で国民年金に加入した。結婚前は同市で

国民年金保険料を納付し、結婚後はＢ市Ｃ区で、送付されてきた納付書

で郵便局か銀行において納付した。申立期間②については、昭和 47 年頃、

Ｄ市Ｅ区役所で加入手続を行い、保険料は、同区のＦ銀行Ｇ支店で納付

していた。申立期間が未納とされていることには納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立期間は９か月と短期間であるとともに、申立

人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年２月にＡ市において婚姻前の氏名

で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認でき、備考欄

に「Ｂ第２社保 Ｃ区 39・1・10」と記載されていることから、申立人は、

39 年１月頃はＢ市Ｃ区に転居していたものと推認できる。 

   また、申立人の夫の国民年金手帳記号番号は、昭和 38 年 11 月にＢ市Ｃ

区において払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認でき、

申立人及びその夫は申立期間①直後の同年４月から同年９月までの国民年

金保険料を納付していることが確認できることから、申立人は、同区で国

民年金の再加入手続を行ったものと考えられ、この時点では、申立期間は

過年度納付が可能であり、当時、同市では、過年度保険料の納付書を作成

し、納付勧奨していたことを踏まえると、申立人が申立期間の保険料を納



付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間②について、申立人は、昭和 47 年頃、Ｄ市Ｅ区役所で加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は、同区のＦ銀行Ｇ支店で納付

していたと主張している。 

   しかしながら、申立人は、当時の国民年金被保険者台帳である特殊台帳

において、昭和 38 年 10 月１日に被保険者資格を喪失し 52 年６月 21 日に

Ｄ市において国民年金の任意加入被保険者として資格を再取得している旨

の記載があることが確認できるものの、申立期間②当時、国民年金に再加

入した形跡は見当たらず、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、申

立人は、申立期間の国民年金保険料は納付できなかったものと考えられる。 

   なお、特殊台帳において、申立人は、上記の国民年金任意加入被保険者

資格取得日と同日である昭和 52 年６月 21 日にＢ市Ｃ区からＤ市Ｅ区に住

所変更とされており、同年９月 27 日にＢ第２社会保険事務所（当時）から

被保険者台帳が移管された旨の記載がある。 

   また、申立人が申立期間②の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しな

い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年７月から 38 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



京都国民年金 事案 2093 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成４年２月から同年４月までの期間、４

年７月、同年 12 月及び５年１月の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住    所 ：  

                            

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年４月から４年４月まで 

             ② 平成４年７月 

             ③ 平成４年 12 月及び５年１月 

    学生も強制加入となった平成３年４月頃に、母親がＡ県Ｂ市役所で加

入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれていた。家族

全員、未納や納付が遅れたこともなく、きちんと納付していたはずなの

で、調査してほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間について、申立期間及び第３号被保険者期

間を除き、国民年金保険料を全て納付していることが確認でき、厚生年金

保険との切替手続も適切に行っていることから、保険料納付意識は高かっ

たものと考えられる。  

   また、申立期間①のうちの平成４年２月から同年４月まで、申立期間②

及び③については、いずれも短期間であり、申立人は、６年３月１日に国

民年金に加入していることがＡ県Ｂ市の国民年金被保険者名簿により確認

でき、この時点で、当該期間は過年度納付することが可能であり、上記の

国民年金保険料納付意識の高さを踏まえると、当該期間の保険料について

納付したものとみても不自然ではない。 

   さらに、申立期間②は１か月、申立期間③は２か月とそれぞれ短期間で

あるとともに、前後の期間は過年度納付されていることが確認できること



から、申立期間の国民年金保険料についても納付したものとみても不自然

ではない。 

   一方、申立期間①のうち、平成３年４月から４年１月までについては、

申立人の国民年金加入手続が行われた上記の時点で、当該期間は既に時効

により国民年金保険料を納付できない期間であり、当該期間の保険料を納

付するには、特例納付によることとなるが、特例納付が実施されていた時

期ではない。 

   また、申立人の母親又は申立人が申立期間①のうち、平成３年４月から

４年１月までの国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前の氏名を

含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成４年２月から同年４月までの期間、同年７月、同年 12 月及び５年１月

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



京都国民年金 事案 2094 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 37 年 12 月から 38 年３月までの期間及

び 41 年９月の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

             ② 昭和 37 年 12 月から 38 年３月まで 

             ③ 昭和 38 年 10 月から 39 年３月まで 

             ④ 昭和 39 年 11 月から 40 年３月まで 

             ⑤ 昭和 40 年７月から 41 年３月まで 

             ⑥ 昭和 41 年９月から 42 年６月まで 

    私は、昭和 36 年４月にＡ県Ｂ市で国民年金の加入手続を行い、申立期

間の国民年金保険料は、妻が町内会の集金により納付してくれた。申立

期間が未納となっていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②について、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年

金手帳記号番号は、申立人の妻と連番で払い出されていることが同手帳記

号番号払出簿により確認できることから、申立人は、その妻と一緒に国民

年金に加入したものと推認され、Ｂ市の国民年金被保険者名簿において、

申立人とその妻は、申立期間の保険料が納付済みとなっていることが確認

できる。 

   また、申立期間⑥のうち、昭和 41 年９月について、申立人に係る特殊台

帳によると、申立人は、当初、納付済みと記載されている上、申立人の国

民年金保険料を納付していたとする申立人の妻は納付済みであることが特

殊台帳及びオンライン記録により確認でき、申立人の妻が、申立人の保険



料を一緒に納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①、③、④及び⑤については、Ｂ市の国民年金被保険者

名簿において、国民年金保険料を納付したことを示す記載が無いことから

現年度納付されなかったものと推認され、申立人からは遡って納付したと

の主張は無く、これは特殊台帳の記録とも一致していることから、申立人

は当該期間の保険料を納付しなかったものと考えられる上、申立人の妻に

ついても当該期間の保険料は未納となっている。 

   また、申立期間⑥のうち昭和 41 年 10 月から 42 年６月までについて、申

立人がＢ市において納付していたとする 41 年 11 月までについては、上記

と同様に同市の被保険者名簿で納付済みの記載は無く、同年 12 月に転居し

たＣ市において、申立人が当該期間の保険料を納付したとの主張は無い。 

   さらに、申立人の妻又は申立人が申立期間①、③、④、⑤及び申立期間

⑥のうち、昭和 41 年 10 月から 42 年６月までの期間の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない

上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、

別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

存しない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 37 年 12 月から 38 年３月までの期間及び 41 年９月の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 

 



京都国民年金 事案 2095 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年３月、平成元年９月から同年 12

月までの期間及び２年２月から同年７月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付したものと認められることから納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

         

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 50 年２月から 53 年４月まで 

             ② 昭和 58 年 11 月から 60 年３月まで 

             ③ 昭和 61 年３月 

             ④ 平成元年９月から同年 12 月まで 

             ⑤ 平成２年２月から同年７月まで 

    申立期間①については、Ａ市で美容室Ｂ、Ｃ美容室及びＤ美容室で勤

務しており、事業主が国民年金保険料を納付してくれていたはずである。 

    また、申立期間②、③、④及び⑤については、Ｅ県に転居後、妻が国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれて

いたはずである。申立期間が未納とされていることには納得できないの

で、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③は１か月、申立期間④は４か月及び申立期間⑤は６か月とい

ずれも短期間であるとともに、申立期間前後の国民年金保険料は納付済み

であり、この当時、申立人は、生活環境に大きな変化は無かったとしてい

る上、申立人は、昭和 62 年７月以降、複数回にわたって、順次、過年度納

付を行い、未納期間の解消に努めていることを踏まえると、申立期間の保

険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   一方、申立期間①について、申立人は、勤務先の事業主が、申立期間②



については申立人の妻が、国民年金保険料を納付してくれていたと主張し

ている。 

   しかしながら、申立期間①について、国民年金保険料納付の前提となる

申立人の国民年金手帳記号番号は、59 年６月にＥ県Ｆ町（現在は、Ｇ市）

で払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により確認できることか

ら、申立人は、この頃国民年金に加入したものと推認され、この時点で、

申立期間は既に時効により保険料を納付できない期間である。 

   また、申立期間②について、申立人が国民年金に加入した上記の時点で

は、現年度納付及び過年度納付によることとなるが、申立人は国民年金加

入後、最初の納付月である昭和 60 年４月分を同年 10 月 31 日に納付してい

ることがオンライン記録により確認でき、この時点で、申立期間の保険料

を納付するには、過年度納付によることとなるが、遡って納付したとの主

張は無い。 

   さらに、申立人又はその妻若しくは勤務先の事業主が申立期間①及び②

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない上、申立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み

方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 61 年３月、平成元年９月から同年 12 月までの期間及び２年２月から

同年７月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



京都国民年金 事案 2096 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年３月から同年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 44 年３月から同年６月まで 

    死亡した父親が国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険

料を納付してくれていた。未納となっていることには納得できないので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は４か月と短期間であるとともに、申立人は、申立期間を除き、

60 歳到達時まで国民年金保険料を全て納付していることが確認できる上、

申立人の保険料を納付していたとする申立人の父親も、昭和 36 年４月以降、

60 歳になるまで保険料を全て納付していることが確認できることから、保

険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 44 年７月に払い出されていることが同手帳記号番号払出簿により

確認できることから、申立人は、この頃国民年金に加入したものと推認さ

れ、Ａ市では国民年金の加入届を受け付けた際、納付可能な保険料につい

て納付勧奨することが通例であったことを踏まえると、申立人の父親が申

立期間の保険料を納付したものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含め総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



京都国民年金 事案 2097 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年７月から 37年３月までの期間及び 38年１月から同年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男(死亡) 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年７月から 37 年３月まで 

             ② 昭和 38 年１月から同年３月まで 

    私は夫婦で国民年金に加入し、夫婦一緒に国民年金保険料を納付して

いた。妻の国民年金加入期間には未納が無いのに、私の申立期間が未納

とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の孫が、死亡した申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①は９か月、申立期間②は３か月といずれも短期間であるとと

もに、申立人は、申立期間①及び②を除き、国民年金加入期間の国民年金

保険料を全て納付しており、保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 36 年８月に申立人の妻と連番で払い出されていることが同手帳記

号番号払出簿により確認できることから、申立期間①及び②の保険料は現

年度納付又は過年度納付することが可能である上、申立人が保険料を一緒

に納付していたとする申立人の妻は、申立期間①及び②の保険料を納付し

ていることがオンライン記録により確認でき、申立人についても納付して

いたものとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都厚生年金 事案 2215 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得

日に係る記録を昭和 55 年３月 24 日、資格喪失日に係る記録を 56 年 10 月

１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額については、55 年３月及び 56 年

９月を 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 55 年３月 24 日から同年４月１日まで 

             ② 昭和 56 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 55 年３月 24 日から 56 年９月 30 日まで、Ａ株式会社で働

いた。55 年４月分から 56 年 10 月分まで給料支払明細書を所持している

が、全ての月、19 か月とも厚生年金保険料を控除されている。しかし、

厚生年金保険の加入期間は 17 か月間しかない。申立期間を加入期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が所持している給与明細書及び昭和 55 年分の給与所得の源泉徴

収票並びに雇用保険の記録から、申立人が昭和 55 年３月 24 日にＡ株式会

社に入社し、56 年９月 30 日まで継続して勤務していたことが認められる。 

   また、厚生年金保険料率が昭和 55 年 10 月から変更されているが、申立

人が所持している給与明細書は同年 11 月分から厚生年金保険料の控除額

が変更されていることから、当該事業所では厚生年金保険料の控除は翌月

控除であったと推認できる。 

   さらに、申立期間①について、申立人が所持している昭和 55 年４月分の



給与明細書から同年３月分の厚生年金保険料が控除されていることが確認

でき、また、申立期間②について、56 年 10 月分の給与明細書から、同年

９月分の厚生年金保険料が控除されていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人が所持している給与

明細書の保険料控除額から、申立期間①の昭和 55 年３月は、13 万 4,000

円、申立期間②の 56 年９月は 13 万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

保険料の納付について事業主から供述を得ることはできないが、申立期間

①については、厚生年金保険の記録における資格取得日が雇用保険の記録

における資格取得日と同日であることから、公共職業安定所及び社会保険

事務所(当時)の双方が誤って同じ資格取得日を記録したとは考え難く、事

業主が昭和 55 年４月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事

務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

   また、申立期間②については、事業主が資格喪失日を昭和 56 年 10 月１

日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30 日と記

録するとは考え難いことから、事業主が同日を厚生年金保険の資格喪失日

として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年９月の保険

料について納入の告知を行っておらず(社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を

還付した場合を含む。)、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 



京都厚生年金 事案 2216 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ県Ｂ事務所(現在は、独立行政法人Ｃ)における資格取得日は

昭和 24 年４月１日、資格喪失日は 25 年３月 22 日であると認められること

から、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 24 年４月は 8,100 円、

同年５月から 25 年２月までの期間は 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所  ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 24 年４月１日から 25 年３月 22 日まで 

    昭和 24年４月１日からＤ部の仕事を 26年 10月 20日まで行っていた。

年金事務所の回答では、25 年３月 22 日からの記録しかないので、調査

の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ県Ｂ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿を確認したとこ

ろ、申立人について、資格取得日は、昭和 24 年４月１日と記載されている

ものの、資格喪失日欄は記載されていないことが確認できる。 

   また、オンライン記録によれば、申立人はＡ県Ｂ事務所において、昭和

25 年３月 22 日に被保険者資格を取得し、26 年 10 月 20 日に資格を喪失し

ていることが確認できるところ、上記被保険者名簿において、申立人の氏

名とほぼ一致する被保険者について、厚生年金保険被保険者資格取得日が

25 年３月 22 日、資格喪失日が 26 年 10 月 20 日である被保険者記録が確認

でき、当該被保険者名簿における申立人の氏名が誤って記載されているこ

とがうかがえる。 

   一方、Ａ県Ｅ部Ｆ課が保管するＤ労務者として勤務していた者の「昭和

24 年退職者名簿」において、申立人が昭和 24 年９月１日付けで解雇され

 



たことが確認できる。 

   しかし、申立人と同日付けで解雇された 53 人のうち、厚生年金保険被保

険者記号番号が判明した 24 人について調査したところ、申立人を含む６人

が当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及びオンライン記

録において、資格取得日の記載があるものの資格喪失日の記載が無いこと

が確認できる。 

   また、上記 24 人のうち４人については、オンライン記録によると、昭和

24 年９月１日付けの解雇後もＤ労務者として、引き続きＡ県Ｂ事務所にお

ける厚生年金保険被保険者記録が継続していることが確認でき、申立人と

同じレバーの職種であるほかの２人の同僚は、一旦被保険者資格を喪失し、

同日付けで資格を再取得していることが確認できる。 

   さらに、昭和 24 年９月１日付けの解雇後もＤ労務者として引き続き厚生

年金保険被保険者である同じレバーの職種である上記２人の同僚に照会し

たところ、｢私は、昭和 24 年９月 1 日に退職したことはなく、勤務先も変

わらずに引き続き勤務していた。退職手当金も支給されたことはない。｣

と供述していることから、申立人のＡ県Ｂ事務所における喪失日は、昭和

25 年３月 22 日に被保険者資格を再取得した日と同日であると推認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）における申立人

に係る年金記録の管理は適切であったとは認められず、申立人のＡ県Ｂ事

務所における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和 24 年４月１日、資

格喪失日は 25 年３月 22 日とすることが妥当である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ県Ｂ事務所にお

ける健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、昭和 24 年４月は

8,100 円とし、同年５月から 25 年２月までの期間は 8,000 円とすることが

妥当である。 

 



京都厚生年金 事案 2217 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ株式会社における申立人の被保険者

記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 45 年１月 21 日）及び資格

取得日（昭和 45 年７月 15 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を２

万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 45 年１月 21 日から同年７月 15 日まで 

    昭和 44 年３月 10 日から 46 年５月 21 日までＡ株式会社に勤務してい

たが、社会保険庁（当時）の記録では、昭和 45 年１月 21 日から同年７

月 15 日の６か月が空白となっているので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、オンラインの記録では、Ａ株式会社において昭和 44 年３月

10 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、45 年１月 21 日に資格を喪

失後、同年７月 15 日に同社において再度資格を取得しており、同年１月か

ら同年６月までの申立期間の被保険者記録が無い。    

   しかし、申立人の当時の上司は、「女性の事務員は３人であり、このうち

１人は申立人であった。申立人は、一緒に勤務していた２人の同僚と同じ

仕事内容であり、申立期間における業務内容等の変化は無かった。また、

申立人は正社員であり、同社においては、正社員は全員厚生年金保険に加

入していた。」と供述している上、当該上司も申立期間において厚生年金保

険加入記録が継続していることが確認できる。 



   また、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立

期間において厚生年金保険の加入記録が継続しており、申立人が記憶して

いる同僚一人は、「申立人は申立期間において、Ａ株式会社に継続して勤務

していた。」と供述している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、Ａ株式会社に継続して勤務し、厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと推認される。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間前後の社会保険事

務所（当時）の記録から、２万 4,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこと

から、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出

を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 45 年１月

から同年６月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



京都国民年金 事案 2098 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11年８月から 12年３月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

   

第２  申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住    所 ：  

                               

  ２ 申立内容の要旨   

        申 立 期 間  ： 平成 11 年８月から 12 年３月まで 

    私が 20 歳になった平成 11 年＊月頃に、母親が国民年金保険料の免除

申請手続を行い、母親が会社を退職した 13 年頃に退職金で申立期間の保

険料を追納してくれたと聞いている。未納とされていることには納得で

きないので、調査してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 11 年＊月頃、申立人の母親が国民年金保険料の免除申請

手続を行い、13年頃に申立期間の保険料を追納してくれたと主張している。 

   しかしながら、申立人が、申立期間の国民年金保険料の免除を受けるた

めには、申立人の親元の世帯員の所得状況等の関係資料を提出し、保険料

免除基準に該当した場合に免除され、オンライン記録に記載されることと

なるが、当該記録は見当たらず、申立期間の保険料は免除されていなかっ

たものと考えられる。 

   なお、平成 12 年度からは学生納付特例制度が開始され、学生等である被

保険者の所得が基準額以下であれば国民年金保険料の納付を要しないこと

とされており、申立人は、同年度については同特例制度を利用しているこ

とがオンライン記録により確認できる。 

   また、申立期間の国民年金保険料を追納する場合、納付書は、月ごとに

コンピュータにより作成され、光学式文字読取機（OCR）により納付記録と

して入力されることから、申立期間全てについて、保険料の納付記録が漏

れるとは考え難い。 



   さらに、申立人の国民年金保険料は、平成 13 年４月から 14 年３月まで

は過年度保険料、14 年４月から 15 年３月までは現年度保険料として 15 年

４月２日に発行された納付書により、同日に一括で納付（合計 31 万 9,200

円）されていることがオンライン記録において確認でき、この時点では、

申立期間は時効により、保険料を納付することができない。 

   加えて、申立人の母親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を追納し

たことを示す関連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者は

おらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせ

る事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2099 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 15年４月から 16年９月までの国民年金保険料については、

付加保険料を含め納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年４月から 16 年９月まで 

    私は、平成 17 年 10 月か同年 11 月頃、自宅に来た社会保険事務所（当

時）の職員に申立期間の国民年金保険料を、付加保険料を含め一括で納

付した記憶があるので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成 17 年 10 月か同年 11 月頃、自宅に来た社会保険事務所の

職員に申立期間の国民年金保険料を、付加保険料を含め一括で納付したと

主張している。 

   しかしながら、申立人が一括で納付したとする平成 17 年 10 月では、申

立期間の国民年金保険料のうち 15 年８月以前の期間は既に時効により納

付できず、申立内容とは符合しない。 

   また、オンライン記録において、平成 16 年 11 月 18 日の戸別訪問では「収

納月数ゼロ」であり、17 年３月１日には「収納月数３」の納付督励事蹟が

領収済報告書により確認できるものの、申立の同年 10 月及び同年 11 月頃

に戸別訪問等の納付督励が行われた形跡は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚姻

前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



京都国民年金 事案 2100 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43年８月から 49年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月から 49 年３月まで 

    私が 20 歳になった昭和 43 年＊月頃、父親が国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料は地区集金区会の三役が集金し、Ａ町（現在は、Ｂ

市）役場に納付していた。申立期間が未納とされていることには納得で

きないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43 年＊月頃、申立人の父親が国民年金の加入手続を行い、

申立期間の国民年金保険料を地区集金区会の三役が集金し、役場に納付し

ていたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 50 年２月に払い出されていることが同手帳記号番号払出

簿により確認できることから、申立人は、この頃国民年金に加入したもの

と推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点では、申立期間の一部は

既に時効により国民年金保険料を納付できない期間であり、申立期間の保

険料を納付するには、過年度納付及び特例納付によることとなるが、遡っ

て納付したとの主張は無い。 

   さらに、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別



の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2101(事案 286 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年４月から 50年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 47 年４月から 50 年３月まで 

    昭和 48 年頃国民年金保険料を納付した記憶が有り、申立期間のうち、

昭和 47 年度には６か月、48 年度には６か月及び 49 年度にも９か月の国

民年金保険料を納付したはずである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間を含む昭和 46 年１月から 50 年３月までの期間の申立て

について、ⅰ)Ａ県Ｂ町（現在は、Ｃ町）が保管する「国民年金納付書送達

名簿及び保険料納額明細書」のうち、昭和 47、48 年度の記載欄には申立人

の氏名の記載自体が無く、被保険者として管理されておらず、49 年度には

氏名の記載はあるが納付した事実は記載されていないことから、申立期間

の国民年金保険料を納付したとは考え難いこと、ⅱ)申立人の妻についても、

当該期間は未納となっていることなどから、既に当委員会の決定に基づき

平成 20 年６月 18 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

   今回、申立人は、申立期間を変更した上、昭和 48 年頃に国民年金保険料

を納付した記憶が有り、申立期間のうち、昭和 47 年度には６か月、48 年

度には６か月及び 49 年度にも９か月の国民年金保険料を納付したはずで

あると主張している。 

   しかしながら、申立人は、昭和 48 年４月５日に昭和 38 年度の国民年金

保険料を追納(追納額 1,800 円)していることが、Ｃ町の国民年金被保険者

名簿において確認できるものの、同名簿において申立期間の保険料を納付



したことをうかがわせる記録は見当たらず、再申立内容は、当委員会の当

初の決定を変更すべき新たな資料・情報とは認められず、そのほかに当委

員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立

人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 

 



京都国民年金 事案 2102 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年４月から 58年 10月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 58 年 10 月まで 

    私は、昭和 57 年３月に勤務先を退職し、年金を継続させるため、区役

所で国民年金の加入手続を行い、欠かさずに国民年金保険料を納付して

いた。申立期間が未納とされていることには納得できないので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 57 年３月に勤務先を退職し、年金を継続させるため、区

役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料は欠かさず

納付していたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、昭和 61 年 12 月にＡ県Ｂ市において払い出されていることが

同手帳記号番号払出簿により確認できることから、申立人は、この頃国民

年金に加入したものと推認され、申立内容とは符合しない。 

   また、申立人が国民年金に加入した上記の時点では、申立期間は既に時

効により国民年金保険料を納付できない期間である上、Ｃ市が国民年金の

加入状況、保険料の納付状況等を記録している国民年金収滞納リストにお

いても、申立人は申立期間について登載されておらず、同市では申立人を

国民年金被保険者として管理していなかったものと考えられる。 

   なお、申立人は申立期間の国民年金保険料を納付していた根拠として、

所持している年金手帳に資格取得日が記載されていることを挙げているが、

資格取得日は保険料納付の事実を示すものではなく、この日が国民年金被



保険者の資格を取得した日であることを示すものである。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

婚姻前の氏名を含め複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しな

い。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2103  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成７年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 平成７年１月から同年３月まで 

    私が 20 歳となった平成７年＊月だったと思うが、年金加入通知が届い

た。当時、私は学生であったので、母親がＡ県Ｂ町役場Ｃ支所（現在は、

Ｄ市役所Ｃ支所）で国民年金保険料の免除申請手続を行ってくれた。申

立期間の保険料が免除されていないことには納得できないので、調査し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年＊月頃国民年金に係る通知が届いたが、その当時は

学生であったので、申立人の母親が国民年金保険料の免除申請手続を行い、

申立期間は免除されているはずであると主張している。 

   しかしながら、申立人については、平成７年５月 26 日に国民年金保険料

の免除申請を行っていることがオンライン記録により確認でき、保険料免

除の開始月は、申請のあった日の属する月の前月からとされていることか

ら、申立人の母親が免除申請を行った上記の時点では、申立期間は申請免

除できない期間であり、ほかに申立期間の保険料が免除されていたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人について、婚姻前の氏名を含め、複数の読み方で検索した

が、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこと

をうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を免除されていたものと認

めることはできない。 



京都国民年金 事案 2104 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成３年 11月から４年 11月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  平成３年 11 月から４年 11 月まで 

    私は、国民年金加入期間について、国民年金保険料を全て納付した。

申立期間が未納とされていることには納得できないので、調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間について、国民年金保険料を全て納付した

と主張している。  

   しかしながら、申立人が申立期間当時居住していたＡ市が、国民年金の

加入状況、国民年金保険料の納付状況等を記録している国民年金収滞納リ

ストにおいて、申立期間は未納であることが確認できる上、申立人に係る

オンライン記録において、平成６年 11 月９日に納付書が作成され、申立人

は、４年 12 月から５年３月までの国民年金保険料を７年１月 26 日に納付

していることが確認できるものの、この時点では、申立期間は既に時効に

より保険料を納付できない期間である。 

   また、申立期間当時の納付書は、コンピュータにより作成され、光学式

文字読取機（OCR）により、納付記録として入力されることから、申立期間

全てについて国民年金保険料の納付記録が漏れるとは考え難い。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、

氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記



号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2105 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57年 12月から平成７年 10月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年 12 月から平成７年 10 月まで 

    平成７年頃、住宅を購入し、親子で住宅ローンを借り入れた。その際、

私は国民年金に加入していることが必要であったが未加入であったため、

父親が加入手続を行い、国民年金保険料は一括して納付してくれた。申

立期間が未納とされていることには納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成７年頃、住宅購入に際し住宅ローンの借入れを行うため

国民年金に加入していることが必要であるとして、申立人の父親が加入手

続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、申立人が申立期間当時に国民年金保険料を納付するには

申立人に対し国民年金手帳記号番号の払出しが必要であるが、同手帳記号

番号払出簿検索システムにより、Ａ県内全てについて「Ｂ（漢字）」「Ｃ（カ

ナ）」で検索したが、申立人に対して同手帳記号番号が払い出された形跡は

見当たらないことから、申立人は国民年金に未加入であり、申立期間の保

険料は納付できなかったものと考えられる。 

   また、申立人は、Ｄ市が国民年金の加入状況、国民年金保険料の納付状

況等を記録している国民年金収滞納リストに登載されていないことから、

同市では申立人を国民年金の被保険者として管理しておらず、申立期間の

保険料は納付できなかったものと考えられる。 

   さらに、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間



の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、

申立人について、オンライン記録により氏名を複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も存しない。 

   なお、年金福祉事業団の被保険者住宅資金貸付は、借入申込人のほかに

は、国民年金の被保険者期間について確認を要しないものとされている。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都国民年金 事案 2106 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 10 月から平成３年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 60 年 10 月から平成３年３月まで 

    申立期間については、当時、私は学生であったので、国民年金保険料

を猶予されていたが、平成３年４月にＡ市役所から連絡があり、父親が

同市役所で加入手続を行い、申立期間の保険料として 70 万円から 80 万

円ほどを同市役所で一括納付したと聞いており、未納となっていること

には納得できないので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成３年４月に申立人の父親がＡ市役所で国民年金の加入手

続を行い、申立人が学生であった申立期間の国民年金保険料として 70 万円

から 80 万円ほどを一括納付してくれたと主張している。 

   しかしながら、国民年金保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳

記号番号は、平成３年 10 月頃に払い出されていることが前後の被保険者の

記録により確認できることから、この頃申立人の国民年金加入手続が行わ

れたものと推認でき、申立人が所持する年金手帳において｢初めて被保険者

となった日｣は｢平成３年４月１日｣と記載されていることが確認でき、これ

は、Ａ市の国民年金被保険者名簿とも一致することから、申立期間は国民

年金に未加入の期間であり、申立期間の保険料は納付できなかったものと

考えられる。 

   なお、学生の国民年金被保険者資格の取得は、平成３年３月 31 日までは

任意とされており、申立人が国民年金の加入手続を行った上記の時点では、

遡って被保険者資格を取得することができない。 



   また、申立人の父親又は申立人が申立期間の国民年金保険料を納付した

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申

立人について、オンライン記録により氏名を複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2218 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 52 年４月１日から 55 年１月 31 日まで 

    昭和 52 年４月 1 日からＡ社（後に、Ｂ株式会社）に勤務していた。年

金記録では、昭和 55 年２月１日から厚生年金保険被保険者になっている

が、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社の事業主の回答及び雇用保険の加入記録から申立人が申立期

間において当該事業所に勤務していたことは確認できる。 

   しかし、オンライン記録によれば、Ａ社が厚生年金保険の新規適用事業

所となったのは、昭和 55 年２月１日であり、申立期間当時は適用事業所で

はないことが確認できる上、Ｂ株式会社の事業主は、同日よりも前は健康

保険厚生年金保険に加入していなかった旨供述している。 

   また、申立人が同僚として氏名を挙げている者は、Ａ社において、厚生

年金保険に加入したのは、当該事業所における新規適用時の昭和 55 年２月

１日であることが確認できる。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 2219 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月１日から同年 10 月 30 日まで 

             ② 昭和 44 年 10 月 30 日から同年 12 月１日まで 

    私は、昭和 44 年４月１日から同年 10 月 30 日までＡ鉄道Ｂ管理局管内

のＣ駅（現在のＤ株式会社所管のＥ駅）に、引き続き同年 10 月 30 日か

らは同Ｆ管理局管内のＧ駅（現在の同社所管のＧ駅）に同じ臨時雇用員

として勤務していたのに、年金事務所に厚生年金保険被保険者記録を照

会したところ、昭和 44 年 12 月１日よりも前の記録が空白となっている

ので、調査の上、申立期間①及び②について厚生年金保険の被保険者期

間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ鉄道の人事等を管理している独立行政法人Ｈ機

構Ｉ部（以下「Ｉ部」という。）から提出された「履歴書」、Ｉ部の回答及

び元同僚の供述から、申立人はＡ鉄道Ｂ管理局に臨時雇用員として勤務し

ていたことは確認できる。 

   また、申立期間②について、同履歴書、Ｉ部の回答及び雇用保険の加入

記録から、申立人はＡ鉄道Ｆ管理局に臨時雇用員として勤務していたこと

は確認できる。 

   しかし、申立期間①及び②について、Ｉ部に照会したところ、「臨時雇用

員等社会保険事務処理規程（昭和 38 年９月７日）に基づき、臨時雇用員に

ついては、昭和 38 年 10 月１日から制度上、厚生年金保険に加入できるこ

とになったことから、厚生年金保険に加入し当該保険料を納付していたも



のと思慮されるが、当時の納付記録等に関する資料については既に廃棄さ

れ、現在では内容を確認できない。」と回答していることから、申立期間①

及び②における厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   また、申立期間①について、申立人を記憶し、申立人と同じ駅で勤務し

ていた元同僚は、「自分自身が臨時雇用員であった期間については、厚生年

金保険に加入していなかった。」と供述している。 

   さらに、申立期間②について、複数の同僚に照会したところ、回答のあ

った９名のうち７名については、自身が記憶する入社時期よりも厚生年金

保険被保険者の資格取得時期が遅いことが確認でき、申立期間当時、Ａ鉄

道Ｆ管理局においては、全ての従業員について入社後直ちに厚生年金保険

に加入させる取扱いではなかったことがうかがえる。 

   加えて、申立期間①及び②について、Ａ鉄道Ｂ管理局及び同Ｆ管理局に

係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の氏名は記載さ

れておらず、健康保険整理番号に欠番は無いことから申立人の記録が欠落

したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2220 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

        氏    名 ： 男 

        基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 11 月１日から 42 年６月１日まで 

    私は、昭和 41 年 11 月から 42 年５月までＡ社に勤務していたが、厚生

年金保険の加入記録が無いので、調査の上、厚生年金保険の加入記録を

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと主張しているが、申

立人の記憶する業務内容、所在地等を調査したところ、申立期間当時の住

宅地図及び電話帳等から、申立てに係る事業所はＢ社であると推認でき、

申立人も勤務していたのは、Ｂ社であったと訂正している。 

   しかし、Ｂ社の事業主は既に亡くなっており、その妻も所在不明のため、

申立人の勤務実態及び厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを確認することはできない。 

   また、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において確認でき

る、申立期間当時に勤務していた複数の元従業員に照会したところ、「申立

人が勤務していたことは知らない。」と述べており、申立期間における申立

人の正確な勤務実態及び厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことについて確認するための資料及び供述を得ることはできない。 

   さらに、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立

人の氏名の記載は無く、健康保険整理番号は連続しており欠番も見られな

いため、申立人に係る厚生年金保険の記録が欠落したとは考え難い。 

   加えて、Ｂ社における申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確



認できない。 

   このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2221 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年６月１日から 58 年５月６日まで 

    私は、夫が設立したＡ株式会社において、取締役として厚生年金保険

に加入していた。事務業務を担当しており、経営難で厚生年金保険料の

納付が苦しい時期もあったが、標準報酬月額を低くして継続してきた。

しかし、昭和 57 年６月から 58 年４月までの期間の記録が抜けている。

資格喪失手続を行った記憶は無く、継続して加入していたはずなので調

査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社の元事業主及び元従業員の回答から、申立人が申立期間にお

いて、継続して勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ株式会社の元事業主は、当時の厚生年金保険の取扱いに関す

る資料について、廃業に伴い処分した旨回答しており、申立期間において

申立人に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料を得るこ

とはできない。 

   また、Ａ株式会社の閉鎖登記簿謄本により、申立人は、申立期間当時、

当該事業所の取締役であったことが確認できる上、申立人は、経理及び社

会保険に係る事務を担当しており、「申立期間当時、厚生年金保険料の滞納

について指導を受けた。」、「厚生年金保険料の納付金額の負担軽減のため、

標準報酬月額を下げた。」と供述していることから、申立人は同社取締役と

して、厚生年金保険被保険者資格の取得及び喪失手続についても職務上関

与していなかったとは考え難い。 



   さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

申立人が昭和 57 年６月１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、健康

保険証を返納している旨記載があり、その後、58 年５月６日に、標準報酬

月額を低額に引き下げた上で、被保険者資格を再取得していることが記録

されており、健康保険の整理番号もそれぞれ＊番と＊番と異なっているこ

とが確認できる。 

   加えて、上記名簿において申立期間に申立人の氏名は記録されておらず、

健康保険の整理番号が連続しており、欠番も見られないため、申立人の加

入記録が欠落したとは考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

   なお、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立

人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこ

とを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録

訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

   申立人は、当該期間においても引き続きＡ株式会社の取締役であり、上

記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を

履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」

に該当すると認められることから、当該期間については、同法に基づく記

録訂正の対象とすることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2222（事案 115 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年４月 21 日から 32 年９月 30 日まで 

    前回の申立てに対して、Ａ株式会社に係る厚生年金保険加入記録の訂

正が認められなかったことには納得できない。また、同社に係る年金記

録には「Ｂ」と弟の名前が記載されていることにも納得できない。再度

調査の上、申立期間について厚生年金保険の加入期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、同僚の証言から申立人がＡ株式会社

に勤務していたことは推認できるものの、同社は既に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっており、申立人に係る人事記録等の資料は無く、事業

主も所在不明のため申立てに係る事実を確認できないこと等を理由として、

既に当委員会の決定に基づき、平成 20 年７月 30 日付け年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

   今回、申立人は、申立期間前の申立人の記録において、Ａ株式会社に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人の氏名が「Ｂ」と

記載されていることから、他人の記録と自分の記録が入れ替わっていると

して、申立期間において当該事業所に勤務していたと主張して再申立てを

行っている。 

   そこで、今回の再申立てを踏まえ、前回の調査に加えて、上記被保険者

名簿において確認できる当時の同僚 16 名に対して、申立人の勤務実態及び

厚生年金保険の適用について照会を行ったところ、申立人が、期間の特定

 



はできないものの、当該事業所に勤務していたことを推認できる供述は得

られたが、事業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されてい

たことを確認できる供述及び関連資料は得られなかった。 

   また、上記被保険者名簿において申立人の氏名が「Ｂ」と記載されてい

る被保険者記録について、社会保険事務所（当時）は、当該被保険者名簿

では申立人の氏名は確認できず、当該被保険者記録に係る資格取得の時期

及び生年月日が申立人と一致していることから、氏名の記載誤りとして、

当該記録を申立人の記録と判断した旨回答している。 

   さらに、当委員会において当該被保険者名簿を確認したが、申立期間に

おいて申立人の氏名は記載されていないことから、当該記録については、

申立人の被保険者記録であると認められ、当委員会の当初の決定を変更す

べき新たな事情とは認められない。 

   その他に当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人は、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



京都厚生年金 事案 2223 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年４月１日から同年９月 10 日まで 

    昭和 56 年４月１日から同年９月 10 日まで、Ａ歯科医院に正規の歯科

医師として勤務し、健康保険証も配付されていたが、厚生年金保険の記

録が無い。調査の上、厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立期間当時の事業主は既に亡くなっており、申立期間当時の資料は保

存されていないため、申立人の正確な勤務実態について確認することはで

きないものの、現在の事業主は、「申立期間当時、Ａ歯科医院の仕事を手伝

っていた姉から、申立人が半年ほど勤務していたことは覚えていると聞い

た。」と供述していることから、申立人が当該事業所に勤務していたことは

推認できる。 

   しかしながら、上記事業主は、「申立期間当時は、Ａ歯科医院は厚生年金

保険の適用事業所ではなかったと姉から聞いた。」と供述している上、オン

ライン記録によると、Ａ歯科医院は、昭和 63 年 10 月１日に医療法人社団

Ａ歯科医院として厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時

は適用事業所ではないことが確認できる。 

   また、昭和 57 年４月から平成 12 年３月までの期間に当該事業所に勤務

したとしている歯科技工士は、「自分が厚生年金保険に加入したのは昭和

63 年 10 月１日からである。」と回答している。 

   さらに、申立人は、申立期間当時の同僚の氏名を記憶していないため、

申立内容に係る供述を得ることができない。 



   加えて、雇用保険の加入記録においても、申立期間において申立人が被

保険者であった記録は確認できない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 2224 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年３月 31 日から同年４月１日まで 

    私は、株式会社Ａに勤務しており、昭和 58 年３月 31 日の木曜日で退

職した。ねんきん定期便をみると資格喪失日が昭和 58 年３月 31 日とな

っているが、同日まで勤務していたので、同年３月を厚生年金保険被保

険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の元同僚に照会をしたところ、このうち二人の同僚は、「申立人は月

末に退職した。昭和 58 年３月 31 日は出勤していた記憶がある。」と供述し

ていることから、申立人が同年３月 31 日まで株式会社Ａに勤務していた可

能性はある。 

   しかしながら、株式会社Ａ及び事務委託をされていた社会保険労務士事

務所に照会したが、「当時の人事記録、賃金台帳等の関係資料は現存してお

らず、申立期間当時の事務担当者も在籍していないため、申立人の申立期

間に係る勤務状況及び厚生年金保険の適用については不明。」と回答してお

り、申立人の正確な勤務実態及び事業主により申立人の給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを確認することができない。 

   また、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

昭和 50 年代に退職した者 18 名を調査したところ、翌月１日に資格を喪失

した者が４名おり、月途中に喪失した者が 13 名、月末に喪失した者は申立

人の１名のみであることが確認でき、そのうち連絡の取れた複数の同僚は、

「自分自身の資格喪失日の記録には問題が無い。」と供述しており、同社で



は、申立期間当時の従業員の資格の得喪について適正な届出を行っていた

ことがうかがえる。 

   さらに、申立人の株式会社Ａにおける雇用保険の加入記録も、昭和 58 年

３月 30 日までとなっており、厚生年金保険の記録と一致している。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 


